
3 2・5・15 各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。

凡　例  日時　 場所　 内容　 講師　 対象　 定員　 費用　 持ち物　 申し込み　 問い合わせ　 その他　 ホームページ　 Ｅメール時 所 内 講 対 定 ￥ 持 申 問 他 HP 糸

特定健診の健診項目

【基本的な健診項目】
渇質問事項（問診票）
渇身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）
渇身体診察、血圧測定
渇血液検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレス
テロール）
渇肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP）
渇血糖検査（空腹時血糖およびHbA１c）
渇尿検査（尿糖、尿蛋白）
【詳細な健診項目】
渇貧血検査（赤血球、血色素量、ヘマトクリット）
渇心電図検査
渇生化学検査（クレアチニン）
渇眼底検査※内科健診の結果、医師の判断により実施

フォロー健診の健診項目

【内科項目】
渇生化学検査（尿酸）
渇血液学検査（白血球）
渇胸部レントゲン検査
【眼科項目】
内科健診の結果、医師の判断により実施
渇眼底検査、眼底撮影、視力検査、眼圧測定

　

市
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
を

対
象
に
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
・

早
期
発
見
の
た
め
、
特
定
健
康
診

査
（
特
定
健
診
）を
実
施
し
ま
す
。

　

対
象
の
方
に
は
受
診
券
等
を
５

月
下
旬
以
降
、
順
次
発
送
し
ま

す
。

 

令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
継
続

し
て
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
で
、
令
和
２
年
度
中

に　

～　

歳
に
な
る
方
（
令
和
２

４０

７４

年
６
月
１
日
以
降
、
当
該
年
度
中

に　

歳
に
な
る
方
も
含
む
）
※
６

７５
か
月
以
上
入
院
さ
れ
て
い
る
方
な

ど
、
一
部
対
象
に
な
ら
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す

■
健
診
項
目
左
表
の
と
お
り

 

同
じ
年
度
内
に
特
定
健
診
を
受

け
た
場
合
は
、
人
間
ド
ッ
ク
補
助

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い

【
市
が
実
施
す
る
特
定
健
診

　

の
対
象
と
な
ら
な
い
方
】

▽
生
活
保
護
受
給
者
等
の
保
険
未

加
入
の
方
、
令
和
２
年
４
月
２
日

以
降
に
保
険
が
変
わ
っ
た
方
は
対

対他

象
と
な
り
ま
せ
ん
。　

月
に
実
施

１２

す
る
集
団
健
診
を
受
診
し
て
く
だ

さ
い

▽
市
の
国
民
健
康
保
険
以
外
の
保

険
（
職
場
の
健
康
保
険
組
合
等
）

に
加
入
の
方
は
、
ご
加
入
の
保
険

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▽　

歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療

７５
制
度
加
入
者
の
方
に
は
、
９
月
中

旬
に
健
診
の
受
診
券
等
を
送
付
し

ま
す

【
フ
ォ
ロ
ー
健
診
】

　

特
定
健
診
を
受
診
す
る
際
に
、

希
望
を
す
れ
ば
フ
ォ
ロ
ー
健
診

（
健
診
項
目
は
左
表
）
を
同
時
に

受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

フ
ォ
ロ
ー
健
診
は
、
市
が
実
施

す
る
特
定
健
診
の
対
象
と
な
ら
な

い
方
も
受
診
で
き
ま
す
。

　

受
診
可
能
な
医
療
機
関
は
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
３
）
、
健

０４２

３８７

康
課
健
康
係
（
☎　

儿　

儿
１
２

０４２

３２１

４
０
）

問

令
和
２
年
度
国
民
健
康
保
険
の

特
定
健
診
を
開
始

４
月
１
日
か
ら
、
賃
貸
借
契
約

に
関
す
る
民
法
の
ル
ー
ル
が
変

わ
り
ま
し
た

事
例
１

　

賃
貸
ア
パ
ー
ト
を
退
去
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
大
家

さ
ん
か
ら
日
焼
け
し
た
ク
ロ
ス

の
張
替
費
用
を
求
め
ら
れ
ま
し

た
。
ク
ロ
ス
の
張
替
費
用
ま
で

負
担
す
る
こ
と
に
納
得
で
き
ま

せ
ん
。

回
答

　

賃
貸
借
契
約
が
終
了
し
た
場

合
に
は
、
賃
借
人
は
賃
借
物
を

原
状
に
戻
し
て
賃
貸
人
に
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
原

状
回
復
義
務
の
範
囲
に
つ
い

て
、
一
般
に
、
通
常
損
耗
お
よ

び
経
年
変
化
は
そ
の
対
象
に
含

ま
れ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ル

ー
ル
は
改
正
前
の
民
法
の
文
言

上
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

改
正
後
の
民
法
で
は
、
賃
借

人
は
、
賃
借
物
を
受
け
取
っ
た

後
に
生
じ
た
損
傷
に
つ
い
て
原

状
回
復
義
務
を
負
う
こ
と
、
し

か
し
、
通
常
損
耗
や
経
年
変
化

に
つ
い
て
は
原
状
回
復
義
務
を

負
わ
な
い
こ
と
を
明
記
し
ま
し

た
。

事
例
２

　

家
を
借
り
た
際
に「
保
証
金
」

と
い
う
名
目
で
賃
料
債
務
等
の

担
保
と
し
て
金
銭
を
差
し
入
れ

ま
し
た
。
賃
貸
借
契
約
が
終
了

し
、家
を
退
去
し
ま
し
た
が
、賃

料
の
未
払
い
等
は
な
い
の
に
、

大
家
さ
ん
は
差
し
入
れ
た
金
銭

を
返
還
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。

回
答

　

敷
金
と
は
、
賃
貸
借
に
基
づ

い
て
賃
借
人
が
負
う
こ
と
に
な

る
金
銭
債
務
を
担
保
す
る
た

め
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
に
交
付

す
る
金
銭
の
こ
と
で
す
。
建
物

等
の
賃
貸
借
に
当
た
っ
て
は
敷

金
が
授
受
さ
れ
る
の
が
一
般
的

で
す
が
、改
正
前
の
民
法
に
は
、

敷
金
の
定
義
や
敷
金
返
還
請
求

権
の
発
生
時
期
に
つ
い
て
の
規

定
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

改
正
後
の
民
法
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
実
務
に
従
い
、
敷
金
を

「
い
か
な
る
名
目
に
よ
る
か
を

問
わ
ず
、
賃
料
債
務
そ
の
他
の

賃
貸
借
に
基
づ
い
て
生
ず
る
賃

借
人
の
賃
貸
人
に
対
す
る
金
銭

の
給
付
を
目
的
と
す
る
債
務
を

担
保
す
る
名
目
で
、
賃
借
人
が

賃
貸
人
に
交
付
す
る
金
銭
」
と

定
義
し
ま
し
た
。

　

そ
の
上
で
、
判
例
に
従
い
、

賃
貸
借
契
約
が
終
了
し
て
、
賃

借
物
が
返
還
さ
れ
た
時
点
で
敷

金
返
還
債
務
が
生
じ
る
こ
と
、

そ
の
額
は
受
領
し
た
敷
金
の
額

か
ら
そ
れ
ま
で
に
生
じ
た
金
銭

債
務
の
額
を
控
除
し
た
額
で
あ

る
こ
と
な
ど
の
ル
ー
ル
を
明
確

化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
賃
貸
借
継
続

中
の
ル
ー
ル
や
賃
貸
借
契
約
か

ら
生
ず
る
債
務
の
保
証
に
関
す

る
ル
ー
ル
も
変
更
に
な
り
ま
し

た
。
詳
し
く
は
消
費
生
活
相
談

室
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

消
費
生
活
相
談
室

☎
042―

384―

４
９
９
９

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
１
８
８

い
や
や

  

昭
和　

年
５
月　

日
以
前
に
建

５６

３１

築
さ
れ
た
木
造
住
宅
２
階
建
て
以

下
の
一
戸
建
て
住
宅

■
実
施
予
定
件
数
年
間　

件
３０

■
実
施
調
査
機
関
（
一
社
）
東
京

都
建
築
士
事
務
所
協
会
南
部
支
部

 

電
話
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ

ー
ル
で
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が

な
）・
電
話
番
号
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
番
号
・
建
築
年
月
日
を
、
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
６
１ 
　

儿　

儿
２
３

３８７

０４２

３８７

３
１ 

s0
6
0
8
9
9
@
ko
gan
ei-s

h
i.jp

）
へ

 　

雨
水
の
積
極
的
な
有
効
利
用
と

節
水
活
動
を
目
的
に
、
雨
水
貯
留

施
設
（
雨
水
タ
ン
ク
等
）
の
設
置

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
日

々
の
散
水
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の

生
活
用
水
と
し
て
設
置
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

　

な
お
、
一
度
の
申
請
で
２
基
ま

で
申
請
で
き
ま
す
が
、
そ
の
後
、

３
年
間
は
再
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

　

補
助
金
を
利
用
す
る
方
は
、
購

入
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

▽
市
内
で
所
有
ま
た
は
使
用
す

る
建
物
に
設
置
す
る
方
▽
市
税
等

の
滞
納
の
な
い
方

■
補
助
金
額
貯
留
施
設
本
体
の
購

入
金
額
の
２
分
の
１
以
内
（
限
度

額
３
万
円
）

 

環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
７
）

３８７ 木
造
住
宅
無
料
簡
易
耐
震
診
断

対申

FAX

糸

雨
水
貯
留
施
設
の
設
置
費
の

一
部
を
補
助

対問

■任命期間８月下旬～１０月下旬（予定）
■報酬７万円程度（２調査区担当の場合の予定額）
■応募資格渇２０歳以上の調査活動ができる健康な方渇警察官、選挙に直
接関係していない方渇暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方
■申込書配布総務課（市役所本庁舎１階）、市役所第二庁舎１階受付、主
な市内公共施設、市ホームページ
 簡単な面談を実施予定のため、事前にご連絡ください。申込書は、受
験者本人が持参してください。代理の方
や郵送による提出はできません
 ６月１５日までに、申込書に必要事項を
明記し、直接、総務課庶務係国勢調査担
当（☎０４２栗３８３栗１１１１内線２４１６）へ

他

申

令令和和２２年年国国勢勢調調査査のの
調調査査員員をを募募集集中中

令和２年国勢調査令和２年国勢調査のの
調査員を募集調査員を募集中中宮崎英子さんが令和元年度スポーツ推進委員

功労者表彰を受賞
　２５年間にわたり、市のスポ
ーツ推進委員（旧体育指導
員）として活躍されてきた宮
崎英子さん（写真中央）が、
文部科学省からスポーツ推進
委員功労者表彰を受賞しまし
た。この賞は、スポーツ推進
委員として地域スポーツの推
進に顕著な功績を残した方に
贈られるものです。 今年２月の市長表敬訪問の様子


